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近年，母子生活支援施設には 被害者や，心身に障害を持つ入所者が増加している。こ
れらの心身および生活上の諸問題が育児にどのような影響を与えているのか，その要因を多面
的に明らかにするとともに，その対策を検討することを研究の目的とした。
都内母子生活支援施設に入所中で０歳から18歳までの子どもを養育している母親を対象とし，

自記式アンケート調査を行った。調査項目については基本的属性，母親のソーシャルサポート，
不適切な育児行為項目，メンタルヘルス項目（日本語版 - ，日本語版解離性体験尺度（
- ），ボンディング質問表（愛着形成障害評価尺度），パートナー，実家との関係などで構
成した。解析方法は不適切な育児得点を従属変数に，各項目を独立変数として項目ごとに等分
散の検定を行った。その後一元配置分散分析を行い，有意差のみられた項目についてはチュー
キーの方法による多重比較を行った。不適切な育児に関連する要因については，不適切な育児
得点との関連が有意であった変数を説明変数，不適切な育児得点を基準変数として，階層的重
回帰分析を行った。
不適切な育児得点と統計的に有意な関連がみられた項目は，属性（年齢，教育年数，年収），
ソーシャルサポート，家族関係（実家，パートナー），メンタルヘルス（抑うつ，解離），子ど
もへの愛着（ボンディング得点）であった。階層的重回帰分析の結果，最も決定係数が大き
かったのは年齢（が若い），パートナーからの暴力（ 経験）がない，ボンディング得点
（愛着障害が大きい）の順であった。メンタルヘルス項目（抑うつ，解離）が，決定係数の増
加に寄与し，また愛着障害の増加もメンタルヘルスについで大きかったことから，メンタルヘ
ルスと愛着障害が子どもへの不適切な育児に大きく関連している可能性がみられた。
これらの結果から，子どもへの不適切な育児を減少させるには愛着障害を減らすこと，また

抑うつや解離などのメンタルケアの必要性も明らかとなったが，これらは各々独立したもので
はなく相互に影響しあうものとして，その双方に介入支援が必要であることが示された。その
ため，今後母子生活支援施設はメンタル面，愛着障害など多面的なケアを行える母子ユニット
ケア機能を持つことが望まれる。

母子生活支援施設，抑うつ，解離，愛着障害，不適切な育児，ユニットケア

Ⅰ

わが国における母子生活支援施設（以下，支

援施設）は1947年に制定された児童福祉法38条
に「母子生活支援施設は，配偶者のない女子又
はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監

18― ―



人数 平均値 標準
偏差 Ｆ値 有意

確率

年齢
～29歳
30歳代
40歳～

教育年数
中学卒
高校卒以上

年収
なし
～100万

100～200万
200～400万
400～700万

ソーシャルサポート
相談する人あり
相談する人なし
グチを言う人あり
グチを言う人なし

パートナーとの関係
パートナー暴力なし
パートナー暴力あり

実家との関係
私が育った家では怒鳴って
怒ることなし
私が育った家では怒鳴って
怒ることあり
私が育った家では殴りあいなし
私が育った家では殴りあいあり

メンタルヘルス
抑うつ傾向無群
抑うつ傾向有群
解離傾向無群
解離傾向有群

ボンディング得点
低得点群
高得点群

注 ＊＊＊ｐ＜0.001，＊＊ｐ＜0.01，＊ｐ＜0.05
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護すべき児童を入所させて，これらの者を保護
するとともに，これらの者の自立の促進のため
にその生活を支援し，あわせて退所した者につ
いて相談その他の援助を行うことを目的とする
施設とする」とあるように，母子一体として自
立促進のための生活支援を行う場所であると規
定されている。1982年厚生省児童家庭局通知
（児発514）により，夫からの暴力による避難
母子にも入所要件が拡大され，2004年児童福祉
法の改正により，支援施設がドメスティック・
バイオレンス（以下， ）の被害者保護から
自立支援，および退所後の相談，支援までを行
う場であることが法的に明記された。
「全国母子生活支援施設実態調査報告書」

（全国社会福祉協議会，全国母子生活支援施設

協議会）の2000年調査では「配偶者からの暴
力」を理由に入所した世帯が33.5％であったが，
2004年調査では44.9％にのぼり，住宅事情23.9
％，経済事情16.3％と他の事情をぬいて最も多
くなるなど 被害者の入所が急増している。
また，障害を持つ入所者（障害手帳保持および
取得可能性のある人も含む）は1987年では284
人（うち精神障害33.2％）であったが，2004年
では456人にのぼり，精神障害割合が55.7％を
占めるなど，精神的な困難を抱えている入所者
も増加している。こうした中，就労状況（2004
年調査）では就労世帯は76.1％にのぼるが，そ
の内訳で「常勤」は22.4％に過ぎず，「臨時雇
用」が51.1％と生活，経済面にもその厳しさが
伺われる。今回支援施設入所者の抱える心身お
よび生活上の問題が育児にどのような影響を及
ぼしているのかを多面的に検討し，その対策に
ついても考察を行った。

Ⅱ

都内母子生活支援施設に入所中で０歳から18
歳までの子どもを養育している母親を対象とし，
自記式アンケート調査を行った。調査方法，内
容については前報1)に詳述したのでここでは再
掲しない。調査項目については基本的属性，母
親のソーシャルサポート，不適切な育児行為項
目，メンタルヘルス項目（日本語版 - 2)，
日本語版解離性体験尺度（ - ）3)，ボン
ディング質問表（愛着形成障害評価尺度）4)，
パートナー，実家との関係などで構成した。

Ⅲ

不適切な育児の要因を検討するための方法と
して，不適切な育児得点を従属変数に，各項目
を独立変数として項目ごとに等分散の検定を行
い，等分散性の確認を行った。その後一元配置
分散分析を行い，有意差のみられた項目につい
てはチューキーの方法による多重比較を行った。
等分散の確認が行われなかった項目については
クラスカル・ウオリスの順和位検定を使用した。
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ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ ステップ５ ステップ６

β β β β β β

年齢
教育年数
年収
実家での怒鳴りあい
実家での殴りあい
パートナーからの暴力がない
相談する人がいない
グチを聞いてくれる人がいない
解離得点
抑うつ得点
ボンディング得点

調整済みＲ2

ステップ１からの増加

注 ＊＜0.05，＊＊＜0.01，＊＊＊＜0.001
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次に不適切な育児に関連する要因について総合
的に考察するため，不適切な育児得点との関連
が有意であった変数を説明変数，不適切な育児
得点を基準変数として階層的重回帰分析を行っ
た。

Ⅳ

にみられるように，不適切な育児得点と
統計的に有意な差がみられた項目は属性（年齢，
教育年数，年収），ソーシャルサポート，家族
関係（実家，パートナー），メンタルヘルス
（抑うつ，解離），子どもへの愛着（ボンディ
ング得点）であった。

不適切な育児へ影響を及ぼす要因を明らかに
するために階層的重回帰分析を行った。不適切
な育児得点を基準変数に，説明変数としてはこ
れまで検討してきた11変数を階層的に投入した
結果，決定係数は0.265（ｐ＜0.001）を示した

。
ステップ１において社会的属性変数は有意な

決定係数（Ｒ2＝0.096）を示し，年齢（が若
い）と教育年数（が短い）は負の方向で不適切
な育児に関連していた。ついで第２ステップで

実家からの被虐待傾向を表す項目（実家での怒
鳴りあい，殴りあい）を加えたところ，決定係
数は0.103を示し，第１ステップよりの増加は
0.007であった。第３ステップに「パートナー
からの暴力がない」を加えたところ，決定係数
は0.129を示し，第２ステップよりの増加は
0.026であった。第４ステップに「相談する人，
グチをいう人がいない」というサポート項目を
加えたところ，決定係数は0.162を示し，第３
ステップよりの増加は0.033であった。第５ス
テップに「解離傾向，抑うつ傾向」などのメン
タルヘルス項目を加えたところ，決定係数は
0.221を示し，第４ステップよりの増加は0.059
とその増加率は最も高かった。第６ステップに
「ボンディング得点」を加えたところ，決定係
数は0.265を示し，第５ステップよりの増加は
0.044とその増加率はメンタルヘルスに次いで
高かった。最終ステップであるステップ６で，
最も決定係数が大きかったのは年齢（が若い），
パートナーからの暴力がない，ボンディング得
点（愛着障害が大きい）の順であった。

Ⅴ

先行研究のとおり5)，年齢が若いほど教育年
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数が短いほど不適切な育児得点は高くなる傾向
がみられた。ズラヴィンら6)の「教育上の達成
度の低さとネグレクトとの関係を示す結果が一
貫してみられたと」の報告もあり，わが国にお
いても教育年数の短さは就労についても困難さ
を有するであろうし，これらの社会経済上の不
利を抱えつつの生活が子育てに影響を及ぼして
いることが伺えた。

100～200万の不適切な育児得点が最も高く，
200～400万が最も低くこの間で統計的差がみら
れ（ｐ＜0.05），経済状況が不適切な育児へ影
響を及ぼしていた。低収入と不適切な育児の関
連の先行研究も多く，クラウセンら7)は低収入
ほどネグレクトの深刻度と関連していると報告
している。わが国においても100万円前後の低
収入であれば，条件にもよるが生活保護の受給
など社会資源の利用もあり得るが，100～200万
の収入ではそれらの活用も制限が見込まれ，か
といって生活するには十分な収入とはいえずス
トレスがかかりやすい。これまで低収入の母子
世帯に対しては児童扶養手当が支給されてきた
が，2002年から所得制限限度額と手当額の見直
しが行われ，今年度は見送られたが将来的には
削減される可能性もある。そうなると100～200
万のボーダーラインにある世帯が最もその影響
を受けることが予測される。そのストレスから
子どもへの不適切な育児が生じるとしたら，子
どもの心身の健康な発達，成長を阻害する恐れ
が出てくる。そのためひとり親家庭への経済的
支援は，単に生活支援という意味だけではなく，
不適切な育児を防ぐという観点からも重要であ
ることが示された。

不適切な育児とソーシャルサポートとに関連
がみられ，サポートがないと認知している人の
不適切な育児得点は有意に高かった。
サポートと不適切な関わりについても多くの

先行研究があり8)9)，ギル10)は拡大家族の少なさ
や友達からのサポートが欠けているなどの社会
的孤立は，虐待と関係のある社会的因子である

としている。本研究から，支援施設の中で実際
に様々なサポートを受けていても，「相談する
人がいない」「グチをいう人がいない」と思っ
ている人は不適切な育児を行う可能性が高いと
いう結果が得られた。一般的に母親の不適切な
関わりを阻止するのは，親密な関係にあるパー
トナーからの支援であるといわれているが，そ
の支えがないことに加え，相談やグチをいう人
がいないと認知している人にとって，育児はさ
らに困難感を感じさせ，不適切な関わりになり
やすいといえる。そのため支援施設では，今後
どのようにすればサポート認知を促進すること
ができるか，対応方法を工夫することが求めら
れることが理解された。

がある家庭では母親のみならず子どもも
同じように暴力を受けているという調査および
研究はすでに多く報告されている11)。また，
にさらされている母親が，そのストレスか

ら子どもを虐待する可能性が高くなる報告12)も
あり， を受けている母親の子どもへの虐待
の可能性についても周知され始めている。しか
しながら今回の調査結果にみられた 被害
経験が，子どもへの不適切な育児を少なくさせ
ることについて① 被害者が母子生活支援施
設などの安全な場に避難した後は による
ストレスがなくなり，子どもへの不適切な育児
が無くなる② 被害者には加害者から自分は
親として不適格だと思い込まされることにより，
必要があっても子どもへ怒鳴ったり，たたいた
りをしない（できない）などの子育ての特徴が
ある13)など様々な理由が考えられるが，今回の
調査では確実なことはいえず，今後この点につ
いて特化した設問を加えるなど，より詳細に検
討する必要がある。

生育家庭での「怒鳴る，殴りあいになる」経
験を有している人に不適切な育児得点が高く，
被虐待経験が子どもへの虐待につながる可能性
が明らかとなった。
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不適切な
育児あり群
(ｎ＝129)(％)

不適切な
育児なし群
(ｎ＝14)(％)

統計学的
比較検討

愛しいと感じる
がっかりしている ＊＊
何も感じない
自分のものだと感じる
腹立たしく感じる ＊
うとましく感じる ＊
守ってあげたい
子どもと一緒に
いるのが楽しい
攻撃的になる ＊＊

注 ＊＊ｐ＜0.01，＊ｐ＜0.05
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スティール14)は虐待発生のリスク要因として，
母親自身の乳幼児期における被虐待経験もしく
は被剥奪経験，母親の子どもに対する認知的な
ゆがみ，内的危機状況の存在，社会的援助の欠
如をあげており，この４条件が揃ったとき生じ
るとしている。今回の本研究からも，被虐待経
験が子どもへの不適切な関わりの要因の１つに
なっている可能性が高く，このことからも親機
能の促進を目指した教育プログラムの提供など
を含めた育児支援が求められることが示唆され
た。

支援施設入所者中（ｎ＝143）抑うつ傾向が
ある母親が69人（49％）と，入所者の半数が抑
うつ傾向を持つという調査結果が示された。産
後うつ症状が不適切な育児に関連するという先
行研究はすでに多くあるが15)，産後うつ以外の
ネガティブ，ライフイベント（被虐待経験など
人生における否定的な出来事）による抑うつ症
状も同じように子どもへの不適切な育児に影響
を及ぼしていた。

抑うつと不適切な育児との関連については全
国規模の調査16)が行われており，その問題も明
らかにされつつあるが，「解離」については，
わずかにバーガーら17)が摂食障害者の女性を対
象として （解離体験尺度）を用いて調査
を行い， の高得点は身体的虐待と関連す
るが性的虐待とは関連しなかったとの報告など
がみられるのみである。わが国では育児と解離
傾向との関連の研究はこれまでほとんど行われ
なかったが，今回の調査で解離が不適切な育児
に影響を及ぼしていることが明らかとなった。
解離傾向がどのような育児行為に影響を及ぼ

しているのか，不適切な育児の有無と解離傾向
各項目との解析を行ったところ「保育園や学校
に行かせない事がある」「学校や保育園の世話
ができないことがある」などのネグレクト項目
に関連がみられた。保育園や学校に行かせない
事がある群（ｎ＝12）のうち解離傾向がある人

は33.3％とない群（ｎ＝130）の10.8％より大
幅に増加した。また学校や保育園の世話ができ
ない群（ｎ＝45）人のうち解離傾向のある人は
24.4％と世話ができる群の7.2％より３倍強を
示した。これらのことから解離傾向は母親の子
どもへの養育不全につながる可能性があり，抑
うつ傾向と同様にそれらの行動をキャッチした
段階で，周囲からの適切な支援と介入により，
母親へのケアが十分になされれば，さらなる子
どもへの不適切な関わりが予防できる可能性が
ある。

ボンディング得点高低群と不適切な育児得点
とにも関連がみられ（ｐ＜0.001），愛着障害が
子どもへの不適切な育児に影響している可能性
がみられた。また にあるようにボンディン
グ項目のうち否定感４項目に関連がみられ，不
適切な育児がある人は「攻撃的になる」や「腹
立たしくなる」などの子どもへの怒りや攻撃，
「がっかりしている」と子どもに対する期待の
喪失やそこから生じる拒絶や，「うとましく感
じる」などの子どもへの忌避などがみられた。
愛着障害は主として乳児期の子どもと母親と
の関連で検討され，子どもの心身の健康な発達
を阻害するなど，その影響が知られるように
なってきている18)。しかしながら子どもへの愛
着障害は乳児期のみに限らず，長期にわたり影
響を及ぼす可能性があり，本研究からみられた
ように子どもへの母親の攻撃性など，衝動性の
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コントロールが困難な状況にあるときは不安定
な関係が継続し，子どもの発達が阻害されるこ
とも予測される。それを防ぐためには支援施設
という安全な場で，母親自身の被虐待体験への
ケアや心理，社会的なサポートがなされれば，
子どもへの否定感の修正とともに攻撃性などの
コントロールを可能とすることも期待できる。
また母親が養育できないときは，一時的にも支
援施設スタッフの援助を受けることにより，母
親および子どもも十分なケアを受けることで，
安定した成長促進が可能となる。そのような意
味でも支援施設は母子ともにケアを受けられる
ユニットケアの機能を持つことが望ましい。

これまでの分析において，不適切な育児得点
と各要因との関連性と説明力を示すために各ス
テップからなる階層的重回帰分析を行った結果，
最も決定係数が大きかったのは年齢（が若い），
パートナーからの暴力（ 経験）がない，ボ
ンディング得点（愛着障害が大きい）の順で
あった。また第４ステップから第５ステップに
かけてのメンタルヘルス項目（抑うつ，解離）
が，最も決定係数の増加に寄与していたことか
ら，メンタルヘルスが不適切な育児に関わって
いることが理解された。また愛着障害（子ども
への否定感）の増加もメンタルヘルスについで
大きかったことから，メンタルヘルスと愛着障
害が子どもへの不適切な育児に大きく関連して
いる可能性がみられた。これらのことから子ど
もへの不適切な育児は愛着障害とメンタルヘル
スが相互に影響しあっていることが推測され，
支援施設においては母と子双方への同時ケアが
必要なことが示唆された。

Ⅵ

これまでの結果から，子どもへの不適切な育
児を減少させるにはボンディング障害を減らす
こと，また抑うつや解離などのメンタルケアの
必要性も明らかとなったが，これらは各々独立
したものではなく相互に影響しあうものとして，

その双方に介入支援が必要であることが示され
た。
英国ではボンディング障害の重篤な母子を精
神科ユニットに同時入院させ効果を上げている
が，わが国においてはそのような医療機関・施
設はなく，ケアを受けることはできない。その
ため，今後，母子生活支援施設はメンタル面・
生活面など多面的なケアを行える母子ユニット
ケア機能を持つことが望まれる。
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